
静岡県保健医療計画に記載する医療機関の変更について

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、第 1 回地域医療協議会が書面開催となって

しまったたため、今回改めて報告する。

【指定要件】

下記のとおり、令和４年度静岡県保健医療計画に記載される医療機関（薬局）は

追加 17 店舗、削除 10 店舗、継続 153 店舗になります。

薬

局

がん

在宅緩和ケア

医療用麻薬の提供が可能

在宅訪問の対応が可能

休日・時間外の対応が可能

葵区 駿河区 清水区 静岡圏域

追加 8 6 3 17
削除 5 1 4 10
継続 63 42 48 153
R4店舗数（増減） 66（＋3） 47（＋5） 47（－1） 160（＋7）
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